
『ウェルスデザイン』の商品概要 

正式名称： 利率変動型一時払終身保険（米ドル建 介護保障型） 

１．商品の特徴 

介護保障を確保しながら、外貨建で資産をふやすことができます。 

① 一時払保険料以上の介護保障を準備できます。 
※介護保険金を円でお受取りになる場合は、受取額が一時払保険料の円換算額を下回ることがあります（元本割れ）。 

② 積立金は運用通貨建でふえていきます。 

③ 介護保険金のお支払いがなかった場合、万一のときに、死亡保険金をご家族にのこせます。 

④ ご契約後のサービス「商品付帯サービス」をご利用いただけます。 

※ メットライフ生命の保険商品に加入されたお客さまが契約後にご利用いただけるものです。メットライフ生命が 

委託ないし提携する各サービス会社によって提供されるサービスの総称であり、いずれも保険契約による 

保障とは異なります。 

２．取扱規定

保険期間 

第1保険期間 
契約日からその日を含めて3年後の契約応当日

の前日までの期間 

第2保険期間 
第1保険期間満了日の翌日からその直後に到来

する基準利率計算基準日の前日までの期間 

第3保険期間 第2保険期間満了日の翌日以後の期間（終身） 
 

保険料払込方法/経路 一時払／メットライフ生命指定口座への振込 

保障（責任）の開始 
一時払保険料の領収または告知のいずれか遅いときから保障を 

開始します。その日が「契約日」となります。 

基準利率 

 基準利率保証期間  10年（10年ごとに基準利率が更改されます） 

 設定日    毎月1日・16日 

 最低保証基準利率 年0.01% 

契約者の年齢範囲 0歳～満100歳（申込日における満年齢） 

被保険者の契約年齢範囲 満40歳～満85歳（契約日における満年齢） 

運用通貨 USドル建 

一時払保険料（最低金額） 

3万USドル（100USドル単位） 

 ※保険料円入金特約を付加する場合、300万円（10万円単位） 

 ※外貨入金特約を付加する場合、3万豪ドル（100豪ドル単位） 

一時払保険料（最高金額） 

（1契約あたり） 3億円相当額・（当保険の通算）3億円相当額  

※メットライフ生命所定の通算為替レートを用いて円換算 

（別途、通算限度があります。詳しくはお問合せください）。 

※金額は変更となる場合があります。 

※契約年齢満65歳以上で、当保険の通算基本保険金額が1億円超と 

なる場合、介護保険被保険者証の写しの提出が必要。 

死亡保険金受取人 
原則、被保険者の配偶者、被保険者の子の配偶者および 

被保険者の3親等以内の親族の方から指定 

介護保険金受取人 被保険者 

保険契約者貸付 取り扱いなし 

この保険に付加できる 

主な特則・特約 

 介護保険金の指定代理請求に関する特則 

 保険料円入金特約（円ぴったり入金） 

 外貨入金特約 

 円支払特約 

 年金支払特約 

 年金移行特約 
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３．商品概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な保障内容 

 

１ 介護保険金 

被保険者が、責任開始時以後初めて、公的介護保険制度による 

要介護２以上の状態に該当していると認定（＊1）されたとき 

(1) 第1保険期間中または第3保険期間中 

 次のいずれか大きい額 

① 支払事由該当日の積立金相当額 

② 支払事由該当日の解約返戻金相当額 

(2) 第2保険期間中 

 次のいずれか大きい額 

① 基本介護保険金額（＊2） 

② 支払事由該当日の積立金相当額 

③ 支払事由該当日の解約返戻金相当額 

（＊1）公的介護保険制度による「要介護認定」の対象者は、 

次の①および②となります。 

①満65歳以上の方〔第１号被保険者〕 

②満40歳～64歳までの公的医療保険に加入している方

〔第２号被保険者〕 

※②の方の場合、要介護状態になる原因が16種類の 

特定疾病に限られます。 

（＊2）保険契約締結の際に計算される第2保険期間満了時の 

積立金相当額 

 

２ 死亡保険金 

被保険者が死亡されたとき 

(1) 死亡された日における次のいずれか大きい金額 

① 積立金相当額 

② 解約返戻金相当額 

※死亡保険金をお支払いする前に介護保険金が支払われたときは、 

死亡保険金はお支払いできません。 

※死亡保険金が支払われたときは、その支払後に介護保険金の請求を

受けても、介護保険金はお支払いできません。 

 

 

解約返戻金 あり 

配当金 なし（無配当） 
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４．ご注意いただきたい事項 
詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」などを 

ご覧ください。 

 
 

この商品は、メットライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。 

 

引受保険会社：メットライフ生命保険株式会社（2020年2月現在） 
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